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み
ん
な
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か

内
　容
　
８
月
「
子
ど
も
の
人
権
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
９
月
「
職
場
・
地
域
社
会
の
中
の
人
権
啓
発
」

　
　
　
　
10
月
「
学
校
で
の
同
和
教
育
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
11
月
「
多
様
な
性
を
生
き
る
こ
と
」

　
　
　
　
１
月
「
更
生
保
護
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
２
月
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
権
に
つ
い
て
」

会
　場
　
千
丁
支
所
３
階
研
修
室
ほ
か 

費
　用
　
無
料
　
参
加
で
き
る
回
だ
け
で
も
受
講
で
き
ま
す

そ
の
他
　
講
座
時
間
は
１
時
間
30
分
程
度
　

　
地
域
や
学
校
・
職
場
な
ど
で
の
さ
ま
ざ
ま
な

人
権
に
関
す
る
研
修
に
、
研
修
講
師
の
紹
介
や

派
遣
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
研
修
の
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
人
権
啓
発
セ

ン
タ
ー
ま
で
相
談
く
だ
さ
い
。

　
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
、
あ
な
た
の
不
安
や
悩
み

　
相
談
は
、
お
気
軽
に
電
話
く
だ
さ
い
。
面
談
に
よ
る
相
談
も
受
け
付

け
ま
す
。

●
人
権
相
談

　☎
30
１
７
１
０

　
差
別
や
人
権
侵
害
、
D
V
や
セ
ク
ハ
ラ
な
ど
の
相
談

　
地
域
や
学
校
、
職
場
な
ど
で
の
研
修
・
学
習
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。

・
ビ
デ
オ
（
D
V
D
）
所
蔵
数
１
６
１
タ
イ
ト
ル

　
※
D
V
D
な
ど
の
リ
ス
ト
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
新
着
人
権
啓
発
ビ
デ
オ
の
案
内

　
◎
外
国
人
と
人
権

　
　（
時
間
　
33
分
　
対
象
　
生
徒
・
一
般
）

 

　
◎
聲
の
か
た
ち
（
こ
え
の
か
た
ち
）

　
　（
時
間
　
30
分
　
対
象
　
児
童
・
生
徒
）

　
　

・
映
像
機
器
（
研
修
用
）

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
、
ス
ク
リ
ー
ン
、
D
V
D
プ
レ
イ
ヤ
ー
な
ど

と

　き

　７
月
22
日
㈯
　午
前
10
時
～

と
こ
ろ

　肥
後
銀
行
八
代
支
店

内

　容

　「障
が
い
者
の
人
権
に
つ
い
て
」

 

講

　師

　熊
本
県
南
部
発
達
障
が
い
者
支
援
セ
ン
タ
ー
わ
る
つ

　
　
　
　西
坂
　亮
子
氏

　※ 

申
し
込
み
は
、
八
代
市
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
（
人
権
政
策
課
内
）
に
電
話
ま

た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
、
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
を
お
知
ら
せ
だ
さ
い
。

◆
人
権
相
談
・
青
少
年
相
談
（
ヤ
ン
グ
テ
レ
ホ
ン

　や
つ
し
ろ
）
の
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま
す

●
ヤ
ン
グ
テ
レ
ホ
ン
や
つ
し
ろ

　☎
30
１
７
０
０

　
家
庭
、
学
校
、
友
達
、
い
じ
め
な
ど
青
少
年
の
相
談

　
（
保
護
者
も
お
気
軽
に
ど
う
ぞ
）

　
相
談
時
間
　
月
～
金
曜
日
　
午
前
9
時
～
午
後
5
時

　
　
　
　
　
　

（
土
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

７
月
の
人
権
お
も
い
や
り
ミ
ニ
講
座

◆
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
か
ら

　
　研
修
講
師
を
派
遣
し
ま
す

◆
平
成
29
年
度

　「人
権
お
も
い
や
り
ミ
ニ
講
座
」

◆
人
権
啓
発
ビ
デ
オ
（
D
V
D
）
や

　
　映
像
機
器
を
貸
し
出
し
ま
す

開所日：月～金曜日　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
休所日：土日・祝日・年末年始（12 月 29 日～１月３日）

〒 869-4703
八代市千丁町新牟田 1502-1

（千丁支所３階　人権政策課内）
☎ 30-1711　D46-1950
G jinken@city.yatsushiro.lg.jp

ご活用ください
八代市人権啓発センター
ご活用ください
八代市人権啓発センター
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■
７
月
中
旬
頃
に
保
険
料
の

　

　お
知
ら
せ
を
発
送
し
ま
す

　保
険
料
は
、
４
月
１
日
現
在
の
被
保

険
者
本
人
と
世
帯
員
の
前
年
中
の
所
得

に
対
す
る
市
町
村
民
税
の
課
税
状
況
に

よ
り
決
定
し
ま
す
。

　保
険
料
徴
収
の
お
知
ら
せ
は
、
特
別

徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の
人
と
普
通
徴

収
（
口
座
振
替
）
の
人
に
は
ハ
ガ
キ
、

普
通
徴
収（
納
付
書
納
付
）の
人
に
は
、

封
書
で
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

■
65
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
の

　納
付
方
法

　　▼
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の
人

　
　
　現
在
受
給
し
て
い
る
年
金
の
年

　
　額
が
18
万
円
以
上
の
人
は
特
別
徴

　
　収
と
な
り
、
年
金
支
給
の
際
に
保

　
　険
料
が
差
し
引
か
れ
ま
す
。
手
続

　
　き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　

　
　年
金
の
年
額
が
18
万
円
以
上
で
も
、

　次
の
よ
う
な
場
合
は
普
通
徴
収
に
な

　り
ま
す
。

・
年
度
の
途
中
で
65
歳
に
な
っ
た
と
き

・
年
度
の
途
中
で
他
の
市
区
町
村
か
ら

　転
入
し
た
と
き
　

・
年
度
の
途
中
で
所
得
段
階
の
区
分
が

　変
更
と
な
っ
た
と
き
　

・
年
度
の
初
め
（
４
月
１
日
）
の
時
点

　で
年
金
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
き

　な
ど

　▼
普
通
徴
収
の
人

　
　
　特
別
徴
収
の
条
件
に
当
て
は
ま

　
　ら
な
い
人
は
普
通
徴
収
と
な
り
、

　
　市
か
ら
送
付
す
る
納
付
書
で
納
期

　
　限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　ま
た
、
便
利
で
安
心
な
口
座
振

　
　替
に
よ
る
納
付
も
出
来
ま
す
。

所得段階 保険料年額
第１

基準額× 0.45 31,300 円

第２
基準額× 0.75 52,200 円

第3
基準額× 0.75 52,200 円

第４
基準額× 0.90 62,600 円

第５
（基準額） 69,600 円

第６
基準額× 1.20 83,500 円

第７
基準額× 1.30 90,500 円

第８
基準額× 1.50 104,400 円

第９
基準額× 1.70 118,300 円

平成29年度

介護保険料 決定
平成29年度の市町村民税の課税状況が６月で確定したことに伴い、
65歳以上の人の平成29年度介護保険料（年額）が決定しました。

問合せ　長寿支援課（本庁仮設庁舎西棟１階）　☎ 32－1175

平成29年度の保険料をチェックしてみましょう
《スタート》

第１段階

本人の前年の
合計所得金額＋課税年金収入額の合計

　・80 万円以下 ➡ 第１段階
　・80 万円を超え 120 万円以下 ➡ 第２段階
　・120 万円を超える ➡ 第３段階

本人の前年の
合計所得金額＋課税年金収入額の合計

　・80 万円以下 ➡ 第４段階
　・80 万円を超える ➡ 第５段階

本人の前年の合計所得金額
　・120 万円未満 ➡ 第６段階
　・120 万円以上 190 万円未満 ➡ 第７段階
　・190 万円以上 290 万円未満 ➡ 第８段階
　・290 万円以上 ➡ 第９段階

生活保護を受けている

市民税が課税されている

同じ世帯に市民税が
課税されている人がいる

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

重　要
　熊本地震による保険料の減免を
平成 29 年９月まで継続します。

対　象　者
　八代市介護保険第１号被保険者

（65 歳以上）で、居住する住宅が
平成 28 年熊本地震により半壊以上
の被害を受けた人

対象期間
　平成 29 年４月～９月分

申　請　先
　長寿支援課または各支所内健康
福祉地域事務所

必要書類
　減免申請書、り災証明書

※すでに申請した人は、減免継続
　に伴う新たな手続きは必要あり
　ません。
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